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第 2 回　安全衛生推進大会
一般社団法人 東京都産業資源循環協会

企画運営：安全衛生推進委員会

東京都産業資源循環協会は、令和 8 年 1 月 26 日㈪ 15 時よりホテルニューオータ
ニ「芙蓉西の間」（千代田区紀尾井町）において、第 2 回 安全衛生推進大会を執り行
いました。厚生労働省東京労働局地方産業安全専門官による講演、安全衛生標語コン
クール授賞式、「SAFETY IDEA ♡東産協」好事例発表など 1 時間 40 分にわたるプロ
グラムで、会員各社の経営層を中心に労働安全衛生の一層の徹底を呼びかけました。

	 （取材　塩沢美樹）

1	 開会

定刻、鈴木研二 
専務理事が開会を
宣し、安全衛生推
進委員会の羽田 委
員の司会により進
行されました。

2	 主催者挨拶

	■ 	鈴木宏和 会長
本日は、お忙しい

中、本大会にご参集
いただき誠にありが
とうございます。

また本日はご来賓
として、厚生労働省東京労働局より安全
課長の三浦玲様にご臨席を賜り、またご

会場（講演風景）

羽田 委員

講演をいただく講師として地方産業安全
専門官の照井健一様においでいただいて
おります。御多忙の中ご参加を賜り、厚
く御礼申し上げます。

本日は当協会の第 2 回目の安全衛生
推進大会でございます。昨年、労働災害
を少しでも減らしたいとの思いから、当
協会として初めて安全衛生推進大会を開
催いたしました。

東京の産業廃棄物処理業の労災事故
発生件数は、近年全国最多クラスで推移
しており、令和 6 年には死傷者数 147
名、2 年連続で全国ワーストワンになり
ました。残念ながら死亡した方も 2 名
いらっしゃいました。これが令和 7 年
の統計を見ますと大きく改善しておりま
す。11 月末までの速報値ですが、死傷
者数は 83 人に、死亡者数は 0 となって
おります。12 月分を含めた 1 年間の数
字はまだ発表されておりませんが、令和
7 年の労災死傷者数は大きく改善したと
言えるかと思います。死亡者数もこのま
ま年間 0 を達成し、これをまた継続し
てほしいと願っております。これが、こ
の安全衛生推進大会の結果だと言えるか
どうかはわかりませんが、東京都内の産
業廃棄物処理業者の労働災害状況が改善
したことは確かであります。安全衛生に
対する皆さんの取組が結果を上げたこと
を大変喜ばしく思っております。

さて、そうは申しましても、これで
気を緩めるわけにはいきません。労働事
故はちょっとした気の緩みで発生しま
す。毎朝注意を呼びかけ、いつもどおり
仕事をしていても、ちょっとしたことで
事故が突然発生します。それゆえ、労災
事故の防止には、個人の注意にとどまら
ず、組織として取り組むことが重要で、

そのためには経営者が引き続き強い決意
を持つことが不可欠です。

そうしたことから、本年の大会も会
員各社の経営層の方々に参加を呼びか
け、経営者や幹部の皆様にお集まりいた
だいております。どうぞ皆様、本年も気
を引き締めて、現場の安全衛生に取り組
んでいただきますよう切にお願い申し上
げます。本日はこの後、東京労働局の
安全専門官にご講演をいただきますほ
か、昨年募集いたしました安全衛生の好
事例、「SAFETY IDEA ♡東産協」の優秀
賞の表彰などがございます。安全衛生に
関するちょっとした工夫を共有しよう
と、昨年、厚生労働省の取組にならい、

「SAFETY IDEA」を募集いたしました。
その結果、45 件の応募をいただき、本
日、各社の取組事例を展示しております。
皆様、この会場に入るときにご覧いただ
いたかと思いますが、ぜひこれらの好事
例を参考にしていただき、職場の安全衛
生向上に役立てていただきたいと思いま
す。今、私どもの業界は、廃棄物処理か
ら資源循環へ、循環経済の中核的な担い
手として飛躍を期待されております。循
環型社会に主要産業として魅力ある業界
へと発展していくためには、人材を確保
しなければなりません。そのためにも職
場の安全衛生は大きく寄与することと思
います。今後も皆様からご意見をいただ
きながら、協会の安全衛生対策を充実さ
せてまいりたいと思いますので、皆様の
一層のご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。労災 0 を目指して共に取り組ん
でまいりましょう。

結びに、本日お集まりの皆様のご安
全、ご健康を祈念して、私の挨拶とさせ
ていただきます。

安全衛生推進大会
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	■ 	細沼順人 安全衛生推進委員長
皆様、本日は第 2 回

安全衛生推進大会に
ご参集いただき、誠に
ありがとうございます。
長年、都内産業廃棄物
処理業の労働災害が全

国最多の状況になり、協会として強い危
機感を持っておりましたことから、昨年、
協会として初めて第 1 回の安全衛生推進
大会を開催いたしましたが、昨年、都内
産業廃棄物処理業の労働災害事故は改善
へと転じました。

昨年 11 月、関東地域協議会で全国産
業資源循環連合会（全産連）の室石専務
理事から産業廃棄物処理業における労働
災害状況の報告がありました。休業 4 日
以上の死傷者数は、平成 24 年から右肩
上がりに増え、令和 6 年、死傷者数は全
国で 1,613 人となっております。都道府県
別に見ますと、東京都は平成 30 年以降、
毎年のように 100 人を超える死傷者が発
生しており、令和 5 年には埼玉県と並ん
でワースト 1 位、令和 6 年には 147 人と
単独でワースト 1 位となっております。危
機的な状況でした。

一方、令和 7 年の状況ですが、厚生労
働省の統計労働災害発生状況の速報値を
見ますと、11 月末現在の東京労働局管内
の休業 4 日以上の死傷者数累計は 83 人、
死亡災害発生状況では 11 月末現在の死亡
者数は 0 となっており、大きく改善してお
ります。

安全衛生推進委員会では、例年、労
災防止と安全衛生向上のために、安全衛
生表彰、安全パトロール、安全衛生標語
の募集など様々な取組を行っております。
安全衛生標語については、この後、優秀

作品の表彰がございますが、昨年はこれ
らに加えまして、会員各社の安全衛生の
好事例を募集する「SAFETY IDEA ♡東産
協」を実施いたしました。厚生労働省が
行っている「ＳＡＦＥ（Safer Action For 
Employees）アワード」に倣って、各社が
取り組んでいる好事例をシートにまとめて
いただき、ご報告いただいたものですが、
大変多くの応募があり、45 件の取組事例
を挙げていただきました。

これまでなかなか結果を出せず、鈴木
会長からも「何とかしてくれよ」と常に言
われ続けた委員長の私に、わが安全衛生
推進委員会のメンバーが、これでもか、こ
れでもかと湯水のごとくアイデアを出し、
議論を尽くして取組をアップデートさせた
結果が出始めたと感激しているところでご
ざいます。努力は嘘をつきません。

本日会場にお入りになる際、皆様には
展示してある「SAFETY IDEA」に星形の
シールを貼って投票いただきましたが、こ
の後、一番投票の多かった取組を壇上で
紹介することにしております。大きな投資
をしなくても取り入れられるものも多くご
ざいますので、ぜひご参考にされて、アイ
デアと工夫で社員の安全に役立てていた
だきたいと思います。

労災事故は会社にとって損失となるば
かりでなく、社員ご本人とご家族の人生を
大きく変えてしまいます。皆様におかれま
しても、安全衛生を第一に考え、経営者
自らが強い決意をもって取り組んでいただ
きたいと切に願っております。

皆さまの会社が安定して発展していく
ためには、社員が安心して働ける労働環
境を実現することが大変重要です。今、
循環経済への移行が叫ばれ、新しい時代
への変革を担う資源循環業として飛躍が

安全衛生推進大会 安全衛生推進大会

期待される中、社会の信頼を勝ち取り、
社会に貢献する企業となっていくために
は、安全な労働環境の確保が大変重要で
す。人手不足が深刻化する中では、人材
確保の面からも大変重要な課題です。こ
の業界の未来のために、そしてこの業界
で働くお一人お一人の幸せを守るために、
今こそ本気で労働災害ゼロを目指して取
り組んでまいりましょう。

会員の皆様のご理解とご協力を心から
お願い申し上げまして、私の挨拶とさせて
いただきます。ご安全に。

３	 来賓祝辞

	■ 	厚生労働省　東京労働局 労働基準部	  
 	 安全課長　三浦  玲 氏

東京都産業資源循
環協会の皆様、会員の
皆様、関係の皆様にお
かれましては、日頃か
ら労働安全衛生行政の
推進にご理解、ご協力

を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
また、本日の第２回安全衛生推進大

会が盛会のうちに開催されまして、お慶
びを申し上げます。

さらに、本日は全産連会長の感謝状、
安全衛生標語コンクールの表彰式も行わ
れるとお聞きしています。受賞される皆
様におかれましては、日頃からの活動に
敬意を表しますとともに、重ねて御礼を
申し上げます。

さて、東京都内におけます令和 7 年
の労働災害の発生状況につきましては、
12 月末時点の速報値で、全産業では
9,789 名となっていまして、前年同期
と比較しますと 321 名、3.2％の減少と

なっています。このうち、廃棄物処理業
におきましては 207 名となっていまし
て、前年同期比で 77 名の減少となって
います。

また、死亡者数につきましては、令
和５年以前には数件発生していましたけ
れども、令和 7 年におきましては、12
月末時点の速報値では０名で、皆様の取
組の成果だと感じています。

さらに、廃棄物処理業におきましては
「転倒」が最も多くなっています。本日
お配りしています資料（※１）にありま
すように、20 代前半と比べますと、50
代後半にはぬるま湯のカエルのように、
平衡機能が 48％程度、瞬発反応が 71％
程度、動作の反動が 85％程度と徐々に
低下します。そうなりますと、普通に歩
いていても転びそうになったり、転びそ
うになったときに反応できなくなった
り、反応できたとしても間に合わなく
なったりといったことで、転倒につなが
りやすくなってしまいますので、適度な
運動、適度な栄養、適度な休養といった
ことを心掛けていただきたいと考えてい
ます。

また、最近は少子高齢化も進んでい
まして、いろいろな業界で人材不足が懸
念されています。それを補うためもあり
まして、外国人人材の受け入れ拡大が進
んでいますけれど、資料（※２）にあり
ますように、日本語は平仮名、片仮名、
漢字といった文字の体系が複数ありまし
て、文法構造も複雑で、外国人にとって
は難しい言語です。このため、外国人労
働者は、日本語そのものの理解が不十分
で、コミュニケーション不足となり、安
全の理解や危険の伝達が不十分になって
しまうといった可能性があります。外
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国人と一緒に働く方におかれましては、
はっきり、最後まで、短く、これをはさ
みの法則といいます。また、ジェスチャー
や実物を提示する、ガチャガチャ、コン
コンといったオノマトペ（擬音語・擬態
語）を使わないなど、やさしい日本語を
意識していただきたいと考えています。

くわえまして、令和 7 年、先般の国
会におきまして改正労働安全衛生法が可
決され、既に順次施行されています。

資料（※３）にありますように、1 つ
目が、個人事業者等の安全衛生対策の推
進で、一人親方のような個人事業者にも
安全衛生対策といったものが必要になっ
てくるというもの。

２つ目が、ストレスチェックについ
て、これまでは 50 人以上の職場が対象
だったけれども、全ての事業場に拡大さ
れることになるもの。

３つ目が、危険性・有害性に関する
通知（ＳＤＳシート）の義務に罰則付き
になり、通知変更があった場合の再通知
も義務化されるといったもの。

４つ目が、ボイラーなど特定機械等
の製造許可及び製造時等検査制度の見直

し、フォークリフトなど特定自主検査及
び技能講習の不正防止対策の強化といっ
たもの。

５つ目が、高年齢労働者の労働災害
防止の推進です。皆様には、これまでエ
イジフレンドリーガイドラインに基づく
取組をお願いしていましたけれども、高
年齢労働者への労働災害防止対策が努力
義務化され、ガイドラインが指針化され
ることになっていますので、指針が発出
された際には、それに基づく取組をお願
いしたいと考えています。

最後の６つ目が、治療と仕事の両立
支援の推進で、これに関するものも努力
義務化されまして、新たに指針が発出さ
れる予定ですので、これに基づく取組を
行っていただきたいと考えています。

終わりに当たりまして、一般社団法
人東京都産業資源循環協会の皆様、会員
の皆様、関係の皆様の更なるご発展、ご
健勝を祈念しまして、私からの挨拶とさ
せていただきます。

ご安全に。

※１	「ヘルシーボディを目指しましょう！」
※ 2	「カインドコミュニケーションを心掛けましょう！」
※ 3	「労働安全衛生法及び作業環境測定法　改正の主なポイントについて」

「カインドコミュニケーションを心掛け
ましょう！」

「ヘルシーボディを目指しましょう！」 「労働安全衛生法及び作業環境測定法　
改正の主なポイントについて」

安全衛生推進大会

４	 講演『産業廃棄物処理業における 
労働災害防止対策について』

講師 ： 
　東京労働局
　労働基準部安全課
　地方産業安全専門官	 　	
	 照井  健一  氏

1	 廃棄物処理業の死傷災害発生状況
※	 ここでは廃棄物処理業＝産業廃棄物処

理業＋その他の廃棄物処理業

⑴	 廃棄物処理業の死亡災害の推移
東京労働局管内の死亡災害は、令和元

年〜 6 年では減少傾向にあり、令和 6 年
は 34 人で、前年から大幅な減少でした。

一方、廃棄物処理業については、毎
年発生している状況にあり、令和 5 年
は 3 人、令和 6 年は２人でした。

⑵	 死傷災害（休業 4 日以上）
令和 6 年 12 月末現在の死傷者数（全

業種）は 1 万 1,403 人で、前年と比較し
て 0.1% の増加でした。

廃棄物処理業については、増加傾向に
あり、前年に比べて 18.6％と大幅な増加
となりました。

⑶	 死傷災害事例
死傷災害事例については、同種災害が

繰り返し発生しているという事実がござ
います。

令和 4 年〜 6 年の事例として、熱中症
による災害、フォークリフトの整備中の
フォークの落下、パッカー車の逸走によ
るはさまれ、資源回収中の交通事故、な
どがあります。災害事例については労働

局のホームページに掲載しておりますの
で、定期的に事例を把握し、労働者に周
知いただくだけでも、重大な災害を防ぐ
一つの気づきになると思います。前向き
な取組を進めていただく一方で、こうし
た災害を絶対に繰り返さないという気持
ちも忘れないようにお願いいたします。

ここまで廃棄物処理業における災害が
近年増加という状況をお伝えしたところ
ですが、令和 7 年につきましては 12 月
末現在の速報値で

死亡	 0 人

となっております。
また、死傷災害につきましても、12 月

末現在で 207 人と、前年に比べて 27.1％
の大幅な減少となっております。いろい
ろな要素がありますので、一概には言え
ませんが、協会様をはじめ会員の皆様の
お取組の大きな成果と言えるかと思いま
す。

労働災害で死亡するといったことは本
来あってはならないことと思います。来
年度もこの場で「令和 8 年の災害が 0 で
した」と言えるように、協会の皆様とと
もに取組の推進を図っていきたいと思っ
ております。

2	 SAFE コンソーシアム
「SAFE コンソーシアム」は厚生労働省

が 2022 年度から行っている取組で、今
年度、新たに東京都協会様にも加入いた
だきました。ありがとうございます。

近年、転倒や腰痛など労働者の作業行
動を起因とする労働災害が増加している
という状況があります。この背景として、
産業構造の変化、成長産業における人手
不足、働き方の多様化、顧客第一の文化、
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従業員の安全を守る視点の欠如、対策に
取り組むメリットが見えない等が挙げら
れます。

こうした中、これまでの取組では、こ
れらの災害を減少させることは困難とさ
れ、労働災害を改めて社会問題として捉
え、顧客も含めたステークホルダー全員
で解決策を考え、取り組んでいくことが
必要だという考え方が示されました。

こうして 厚 生 労 働 省 の 取 組として
始 ま っ た の が SAFE（Safer Action For 
Employees）コンソーシアムです。従業
員の幸せのための安全アクションを推進
する活動体の名称で、趣旨に賛同した企
業団体等でコンソーシアムを構成して、
労働災害問題の協議、加盟社間の取組の
共有、マッチング、労働安全衛生に取り
組んでいきます。

加盟には事務局の承認が必要になりま
すが、参加は無料で、SAFE ロゴマークを
使用できたり、また、この後説明する「SAFE
アワード」という表彰に参加できたりし
て、企業の PR にもなるというものになっ
ています。

下の 2 次元コードから「SAFE コンソー
シアム」ポータルサイトに飛べますので、
ぜひご確認ください。
「SAFE コンソーシアムアワード」につ

いて少しご紹介しますと、労働災害防止
や安全健康の増進のために安全衛生の取
組事例を募集して表彰するというもので、
サイトでは過去の受賞事例をご覧いただ

けます。安全衛生の
取組状況がとてもよ
くわかり、いろいろな
気づきがあります。

このアワードに応
募することを目的に

して、いろいろと取り組んでみるという
のも一つの方法ではないかと思います。
東京都協会様から 2025 年度に応募いた
だいた事例も掲載しています。「経営者
が安全を語らなければ事故は止まらない。
経営トップの意欲改革施策」ということ
で、この安全衛生推進大会を題材に応
募されました。本大会を契機に、経営者
の意識改革をして業界の未来を変えると
いった強いメッセージが感じられます。

余談ですが、サイトの中に「転倒予防
川柳」というコーナーがあります。日本
転倒予防学会と厚労省が共催で毎年募集
していまして、労働災害に限定している
ものではないですが、「滑る」「つまずく」
に対して非常にユーモラスなアプローチ
をしていて、毎年楽しく見させていただ
いています。令和 7 年の大賞「AI に　転
ばぬ先の　チエもらう」や、厚労省特別
賞「転倒の　予防に骨折り　骨折らず」
など、傑作ぞろいです。こちらは、どな
たでも自由に応募できるものです。こん
な形で楽しみながら転倒予防を意識して
いくというのもいいのかなと思いまして、
ご紹介させていただきました。

3	 年末・年始 Safe Work 推進強調期間
の取組等

⑴	年末年始 Safe Work 推進強調期間
令和 7 年 12 月 1 日〜 8 年 1 月 31 日

までの期間中実施しています。本安全衛
生推進大会もこの期間内に実施いただい
ており、勝手ながら当局の取組の一環と
させていただいています。今週いっぱい
まで期間がありますので、皆様におかれ
ましては、ぜひご確認いただきたいと思
います。内容は、皆様へのお願いとして「年
末・年始の繁忙期をとらえた計画的、か

安全衛生推進大会

つ、安全衛生に配慮した事業の運営」「事
業場内に『Safe Work』のロゴマークを
掲示することなどによる労働災害防止の
気運の醸成」「各関係団体幹部、各事業
場の経営トップによるパトロールの実施」

「積雪凍結等冬期における転倒災害防止、
交通労働災害防止対策の徹底」など 10
項目をあげています。

7 月の安全週間、10 月の衛生週間に
ついては周知が進んでいると思いますが、
年末年始 Safe Work 推進協調期間につ
いても定番化いただきまして、東京労働
局とともに取組の推進をお願いしたいと
思っております。

⑵	東京労働局の取組
年末年始セーフワーク推進強調期間内

の取組として「私の安全衛生宣言コンクー
ル Safe Work TOKYO 2025 表彰式」、「東
京労働局長による年末年始の建設現場安
全パトロール」等を実施し、ホームペー
ジで公開しておりますので、他業種の取
組なども参考に見ていただけますと幸い
です。

⑶	労働災害防止の取組
労働災害防止をお願いするに当たりま

して、本年度労働局で作成した資料をご
紹介します。

災害発生状況を踏まえてポイントをま
とめて作成しておりまして、関係する情
報、リンク等も掲載していますので、事

業場での周知啓発等
で使っていただけれ
ばと思います。左下
の 2 次元コードから
ダウンロードできる
ようになっております

ので、適宜ご利用いただければと思いま
す。

⑷	積雪や凍結による転倒災害を防ぎま
しょう
本年度もリーフレットを更新して作成

しています。令和 6 年 2 月 5 日から 6 日
にかけて、関東地方で積雪 8 センチの雪
がありました。このとき、転倒災害が大
幅に増加しまして、2 月 5 日が 1 年で一
番（全業種、東京都内）、転倒が多かった
日になりました。雪が降ると転倒が増え
ます。屋外の移動作業時には路面凍結に
も注意が必要です。2 月以降もこうした
状況が考えられますので、改めて周知を
お願いします。

⑸	高年齢労働者の労働災害防止
最後に、全業種で課題になっておりま

す高年齢者の安全衛生対策です。
今般、労働安全衛生法が改正されて、

高年齢労働者の労働災害防止に必要な措
置の実施が努力義務化（令和８年４月１
日施行）されました。具体的には、労働
安全衛生法 62 条「中高年齢者等につい
ての配慮」に加えて、62 条の 2 が追加さ
れ、高年齢者の労働災害防止のための措
置が規定されることになります。厚労省
のホームページから「高年齢者の労働災
害防止のための指針」（案）を見ていただ
けます。これもぜひ重点として新しく出
る指針を参考に、取組を進めていただき
たいと思います。

東京労働局は、引き続き、東京都協会
の皆様と一丸となって労働災害防止の取
組を進めさせていただきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。
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５	 労働安全衛生における全産連会長名
の感謝状贈呈

公益社団法人全国産業資源循環連合
会では、今年度より労働災害防止に対す
る意識高揚を図るため、労働者の安全と
健康を確保するための事業活動の推進に
多大な貢献をした個人、事業者に、その
功績を称えて感謝状を贈ることとなりま
した。

今回は、西原拓氏（株式会社五十嵐
商会）、株式会社都市環境エンジニアリ
ングに感謝状が贈られました。

6	 安全衛生標語コンクール授賞式

今回の「第 5 回安全衛生標語コンクー
ル」には 238 件の応募がありました。
この中から安全衛生推進委員会で選考し
た委員長賞 1 点、優秀賞 2 点、佳作３
点の方を表彰し、細沼委員長より、受賞

左から西原氏、鈴木会長、 
都市環境エンジニアリング（新川代表取締役）

	✿ 安全衛生推進委員会 委員長賞　東京ボード工業 株式会社　矢路川  新吾　氏

ヒヤリで済んだその経験　みんなで共有！報・連・相

	✿ 優秀賞　東京ボード工業 株式会社　佐藤  純　氏

キケン作業・注意し合える良い仲間　みんなで作ろう明るい職場

	✿ 優秀賞　大谷清運 株式会社　金子  勝　氏

気付いたら　すぐに相談　すぐに改善　みんなの意見で安全職場

	✿ 佳作　株式会社 三凌商事　堀内  翔　氏

上手さより安全に　スピードより確実に　心と体にゆとりを持って

	✿ 佳作　成友興業 株式会社　高橋  勝吾　氏

声かけは　安全作業の第一歩　みんなでつくろうゼロ災職場

	✿ 佳作　成友興業 株式会社　竹江  宏曜　氏

安全は最高の成果　今日も無事故で笑顔の帰宅

者の方々へ賞状が授与されました。
受賞者の皆様、おめでとうございま

した。
※	 入賞作品については本誌第 425 号も

ご参照ください。

全産連感謝状

安全衛生推進大会

安全衛生標語コンクール　受賞者の皆さま

左から高橋勝吾氏、金子勝氏、門川彰吾 氏（矢路川新吾氏代理）、細沼 委員長、
佐藤純 氏、堀内翔 氏、 竹江宏曜 氏

7	 「SAFETY IDEA ♡ 東産協」 
安全衛生好事例発表

新企画として、会員の皆様から安全
や衛生に関する取組事例を募集し、45
件の応募がありました。この中から、安
全衛生推進委員会で優秀賞を選出、ま
た、本日来場の皆様の投票により、上位
2 事例を「キラリと光った de 賞」とし
て発表しました。
⑴	 第 1回「SAFETY IDEA ♡東産協」優秀賞

株式会社 調布清掃の「新人ドライバー
の育成と車両事故防止に関する取組」事
例が受賞されました。

同社業務部運行管理者主任の松田武
志氏が登壇し、取組内容をまとめた動画
と進行役の草村委員によるインタビュー
形式で、取組のポイントを説明しました。
⑵	「キラリと光った de 賞」

成友興業株式会社、株式会社調布清
掃が受賞されました。

上から）
・	「キラリと光った de 賞」 

の投票風景
・	「SAFETY IDEA ♡東産協」 

優秀賞発表の様子
・	 表彰状を手にする松田氏

※	「SAFETY IDEA ♡ 東産協」優秀賞と「キラリと光った de 賞」受賞の取組は協会ホームページに掲載予定

セーフティアイデア
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細沼委員長（左）より鈴木会長へ安全宣言

ガンバロー

8	 安全宣言

安全衛生推進委員会 細沼 委員長より
鈴木会長へ安全宣言が行われました。

9	 ガンバロー・コール

吉田委員、草村委員の「今年 1 年ガ
ンバロー」の掛け声で、会場が一体とな
り「ガンバロー」と唱和しました。

10	 閉会

鈴木専務理事の閉会宣言をもって「第
2 回安全衛生推進大会」は盛会裏に終了
しました。

吉田委員 草村委員

安全衛生推進大会

	■ 会長挨拶
	○ 一般社団法人 東京都産業資源循環協会 
	 会長　鈴木  宏和

皆様、新年あけまし
ておめでとうございま
す。会員の皆様におか
れましては、健やかに
新年を迎えられたこと

と、お慶び申し上げます。
本日は当協会の賀詞交歓会にお集まり

いただき誠にありがとうございます。年頭
にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

本日はお忙しい中、環境省から、環境
再生・資源循環局局長の角倉様、協会顧
問である東京都議会議員の先生方をはじ
め、東京都環境局局長の須藤様、資源循
環推進部部長の宗野様、そして全国産業
資源循環連合会の専務理事の室石様、そ
の他多数のご来賓の皆様にご出席を賜り
まして厚く御礼申し上げます。

さて、昨年 11 月、再資源化事業等高度
化法が全面施行となりました。昨年、本日
もお越しいただいている環境省の角倉局
長よりご講演をいただく機会がありました
が、資源循環、循環経済への移行は、政
府全体で取り組む国家戦略であると強調
されました。環境省は、高度化にかかる
三つの事業類型を示され、3 年間で 100
件の事業認定を目指すとしております。当

協会の会員企業でも、いくつかの新規事
業や施設・設備導入の検討がされている
と聞きます。いよいよ新しいステージがス
タートいたしました。同法の活用により、
資源循環業に新たな展開が開け、「廃棄物
の受け手から資源の作り手へ」と飛躍す
る画期となることを期待しております。

一方、私どもの業界は、なお多くの課
題にも直面しております。リチウムイオン
電池に起因する火災の問題は一層深刻化
し、昨年 5 月には大規模な火災があった
ほか、廃棄物処理の現場以外でも、リチ
ウムイオン電池の発火が頻発し、昨年は
この問題がマスコミ等でも大きく取り上げ
られました。こうした状況を受け、国にお
かれてはリチウムイオン電池製品の回収
義務付けを強化したほか、12 月には、リ
チウムイオン電池総合対策が策定されま
した。

当協会では毎年東京都に対しこの問題
への対策と支援を要望しており、昨年は、
廃棄物への混入防止を呼び掛けるキャ
ンペーンを実施していただいたほか、外
国人にもわかりやすい多言語の啓発ポス
ターの作成等にも取り組んでいただいて
おります。また、混入したリチウムイオン
電池製品を発見する選別機の導入支援や、
一般廃棄物回収における分別・混入防止
の徹底についてもお願いしているところで

令和８年　賀詞交歓会

賀詞交歓会

東京都産業資源循環協会は、令和 8 年 1 月 26 日㈪ 17 時よりホテルニューオータニ「芙
蓉東中の間」（千代田区紀尾井町）において、賀詞交歓会を開催しました。

会場内には賛助会員 6 社の皆様がブースを設置してリーフレット等で事業紹介を行っ
たほか、４社の皆様が壇上にて自社のご案内をしました。	 （取材　塩沢  美樹）
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あります。本年はこうした面でも進展があ
ることを期待しております。

災害廃棄物についても、当協会は東京
都と連携して災害廃棄物処理の支援体制
の構築に取り組んでいるところであります
が、一昨年の西多摩地区に引き続き、昨
年は新たに多摩の二つの地区で合同処理
マニュアルの検討が進められたほか、23
区においても災害廃棄物処理対策ガイド
ラインの見直しが進められ、当協会の役
割が徐々に具体化しております。本年も、
災害廃棄物に関する取組がさらに前進す
るように行政と連携して参りたいと思いま
す。

このほかにも、再生砕石滞留問題、労
災防止対策、DX の推進など、様々な課題
がありますが、本年も会員の皆様と情報
を共有し、ご協力を賜りながら、資源循
環業の発展のために取り組んで参りたい
と存じますので、皆様の一層のご協力を
お願いいたします。

結びに、本年 2026 年が皆様にとって
より良き年となりますよう祈念申し上げ、
また協会運営への会員の皆様のご支援・
ご協力をお願い申し上げまして、新年の
ご挨拶とさせていただきます。本年もどう
ぞよろしくお願いいたします。

	■ 来賓祝辞
	○ 環境省 環境再生・資源循環局長 
	 角倉 一郎  氏

皆様、明けましてお
めでとうございます。
本日お集まりの皆様方
には、昨年 1 年間大変
お世話になりました。
改めて厚く御礼申し上

げます。どうもありがとうございます。
特に一昨年発災した能登半島の震災に

伴う災害廃棄物の処理に関しましては、
本日お集まりの皆様方には大変ご尽力い
ただきました。この震災に伴う倒壊家屋の
公費解体につきましては、おかげさまで昨
年末を持ちまして、特別な管理が必要な
建物を除き、100% 公費解体を無事完了
することができました。当初の解体見込み
数が 2 万 2500 であったものが、最終的
には約4万5000に膨れ上がり、2倍になっ
たにもかかわらず、無事、昨年中に 100％
まで達成できましたのは、ひとえに皆様方
のご尽力の賜物であると改めて厚く御礼
申し上げたいと思います。

また、私が、2 年前は次長でございま
したけれども、このポストに着任して以来
ずっと申し上げておりましたのが、循環経
済への移行は決して環境省だけが取り組
む問題ではなく、経済安全保障、産業競
争力強化、地方創生という観点からも、
関係各省が一つのチームとなり、政府一
丸となって国家戦略として取り組むべき重
要課題であると、ずっと申し上げてまいり
ました。こうした認識は、関係各省のみな
らず、ありとあらゆるレベルで政府の公式
スタンスになっておりまして、循環経済へ
の移行を国家戦略として進めると、こうし
た表現は政府のありとあらゆる文書でも普
通に使われる言葉になってきております。

こうした中で、昨年 1 年間も循環経済
への移行に向けて大きな進展が見られた
ところでございます。

まず第 1 に、先ほど会長からもご紹介
いただきましたけれども、再資源化事業
等高度化法、これが昨年 11 月に全面施行
されたところです。私ども環境省といたし
ましては、今後、施行後 3 年以内に 100
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件以上の認定を目指して取組を加速化し
てまいりたいと思っております。また、こ
の一環として、このための財政的な支援
措置についてもかなり手厚く、さらに力を
入れてまいりたいと考えております。今年
度の当初予算と、昨年度の補正予算を合
わせて約 250 億円でしたが、今年度の補
正予算と来年度の当初予算案、まだ案で
すけれども、この案を合わせて 410 億円
の予算を新たに盛り込ませていただいた
ところでございまして、前の年度に比べま
すと１．６倍増という形で財務省にも御理
解をいただき、政府全体として、さらに循
環経済の移行に向けた取組を加速化する
形で取組を進めております。

具体的な取組の進展といたしましては、
自動車産業の皆様方と連携をした動静脈
連携のための自動車における再生資源活
用のためのコンソーシアムを、一昨年立ち
上げたところですが、昨年におきましては、
このコンソーシアムにおいて、自動車産業
における再生プラスチック活用のためのア
クションプランを取りまとめさせていただ
いたところでございます。これを皮切りに、
他の業界にもこうした動静脈連携の具体
的な取組を前に進めていきたいと思って
おります。また、こうした取組を政府全国
レベルだけではなくて、各地方自治体の
レベルでも進めていくために「資源循環自
治体フォーラム」を立ち上げさせていた
だいたところでございまして、全国 7 カ所
でこのフォーラムを開催し、各地域での導
入をめぐる連携、さらには資源循環産業
のビジネス展開に向けたマッチングなどに
ついても私どもとして力を入れさせていた
だいているところです。地方自治体の皆様
の取組の伴走支援にも努めてまいりたい
と考えております。

さらに、今年につきましては、循環経
済への移行をさらに加速化してまいりたい
と考えております。今年のテーマにつきま
しては、再生材再生資源の供給のための
サプライチェーンの強靱化に向けて、思
い切りアクセルを踏んでいきたいと思って
おります。

私どもの目標といたしましては、資源循
環産業を、これからは再生資源供給の主
要プレーヤーとして日本経済のど真ん中
に持っていく、そのための元年にしていき
たいと思っております。

本日お集まりの皆様方のさまざまな御
要望を踏まえ、御意見にも耳を傾けなが
ら、私ども環境省として皆様方のお役に立
てるように、精いっぱい今年も汗をかいて
まいりたいと考えておりますので、引き続
きどうかよろしくお願いいたします。

もちろん、こうした取組に加え、適正処
理も循環経済への移行に当たって大前提
でございます。こうした観点から、環境省
におきましては、太陽光パネルのリサイク
ル、さらには不適正なヤードに対する制度
的対応の強化、さらにはリチウムイオン電
池に伴うさまざまな問題についても取組
を強化してまいりたいと考えております。
特にリチウムイオン電池につきましては、
日々の皆様方の業務への影響も大変大き
なものがあると、これは私どもとしても日々
いろいろな皆様方からお話を伺っておりま
す。昨年末には、関係省庁連絡会議で対
策パッケージをリチウムイオン電池対策
についてまとめたところでございますけれ
ども、これで決して終わりであると思って
おりません。今年も、さらに対策を強化し、
リチウムイオン電池について少しでも発火
事故等を減らせるように、さらに汗をかい
てまいりたいと考えております。引き続き
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皆様方のお役に立てるように頑張ってまい
る所存でございます。

最後に、本日お集まりの皆様方のます
ますのご健勝とご発展、さらには本日お集
まりの皆様方の御家族の皆様方も含めて、
今年 1 年が良き 1 年になりますことを祈
念いたしまして、私からの挨拶とさせてい
ただきたいと存じます。本年もどうかよろ
しくお願いいたします。

	○ 協会顧問　東京都議会議員
出席の当協会顧問が登壇し、東京都

議会自由民主党議員の田村利光氏、都
議会公明党議員の松葉多美子氏より、
それぞれ祝辞を頂戴しました。

	○ 東京都 環境局長	 須藤  栄  氏
皆様、明けましてお

めでとうございます。
東京都産業資源循環協
会の皆様には、日頃よ
り東京都が進める環境
行政にご理解をいただ

き、誠にありがとうございます。資源循環
と廃棄物処理は、我々が日常生活を送る
上で欠かせない社会基盤でございます。
皆様の日々のご努力に改めて深い敬意、
それから感謝を申し上げたいと思います。

さて、洪水や山火事など、世界で気候
変動の動きがいろいろな形で出ておりま
す。東京都におきましても、昨年度は猛
暑日を記録するなど、本当に気候変動が

いろいろな形で進んでいるところでござい
ます。こうした中、脱炭素化は待ったなし
の課題でございますし、また、それ以外
にも、先ほども出ておりましたけれども、
動脈静脈の連携ですとか再生材の活用、
また再三出ておりますリチウムイオン電池
の問題など、廃棄物行政を取り巻く課題、
多岐にわたっております。

そうした中で、こうした課題にしっかり
と対処していくためには、大量生産・大量
消費の資源のあり方を見直して、持続可
能な形で有効利用していくサーキュラー
エコノミーというものが欠かせないと考え
ております。東京都は、現在、資源循環・
廃棄物行政を進める上でバイブルとも言
える「東京都資源循環・廃棄物処理計画」
を年度内に改定すべく作業を進めている
ところでございます。

新たな計画では、サーキュラーエコノ
ミーへの移行を促進するための取組を中
心に、2035 年のビジョンと中期的な施策
展開の方向性をまとめる予定でございま
す。具体的には、資源循環分野において
デジタルトランスフォーメーションを進め
る、あるいは動脈静脈ビジネスの連携、
それから再資源化施設の高度化、効率化
などを進める予定でございます。

それから、皆様方からも再三ご要望を
いただいておりますリチウムイオン電池の
問題でございます。東京都は、昨年度、
皆様のお知恵もいただきながら「リチウム
イオン電池　混ぜて捨てちゃダメ！」ポス

山﨑 一輝 議員 田村 利光 議員宇田川 聡史 議員 小宮あんり 前議員 細田いさむ 議員松葉多美子 議員
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ターを作りましたけれども、これを来年度
は中国語、韓国語など 4 カ国語で作る予
定でございます。また、リチウムイオン電
池の回収、保管処理のいろいろな段階に
わたって安全に処理作業がしていただけ
るような、先ほども補助金の話が出ており
ましたけれども、安全対策についてもしっ
かりと進めていく予定でございます。

この資源循環・廃棄物処理計画の改定
に当たりましては、当協会の鈴木会長をは
じめ皆様から現場の知見を踏まえたいろ
いろな貴重な御意見もいただいておりま
す。この場をお借りして改めて御礼を申し
上げます。ありがとうございます。

結びに、東京都産業資源循環協会の
益々の発展、それからこの場にご参加の
皆様のご健勝、ご多幸を祈念いたしまし
て、私の挨拶とさせていただきます。

本日は誠におめでとうございます。

	○ 公益社団法人 全国産業資源循環連合会 
	 専務理事　室石 泰弘  氏

東 京 都 協 会 様にお
かれましては、日頃よ
り全国の協会の先頭に
立って業界のために邁
進されておられること
に、謹んで敬意を表し

たいというふうに思います。
現状、政治も経済も世界情勢も非常に

混沌としているという感じはいたします
が、そんな中でしっかりとした足取りで災
害対応、首都圏直下型地震への対応とか、
あるいは先ほどからもずっと出ております
が、リチウムイオン電池対策など、実績を
積み重ねられておりますことは大変すばら
しいことではないかと思っております。

今年はいろいろな面で変化が生じてい

くのではないかという、去年もそうだった
かもしれませんが、今年もそういう年にな
りそうな気がしております。

廃棄物処理法の改正も昨年から環境省
の方で中央環境審議会でずっと審議をさ
れておられましたので、大体内容も皆様
方ご存じのようなものがあると思いますけ
れども、そういったものが恐らく行われる
だろうということでありますとか、あるい
は外国人の育成就労、特定技能制度、こ
れも先週の金曜日に閣議決定をしていた
だいたおかげで、資源循環分野が新しく
加わることができたという、その実際の準
備も始まっていくというように思っており
ます。

私ども全産連もしっかりと会員の皆様
のために活動をしていこうと思っておりま
すので、よろしく御支援をお願いしたいと
思います。

最後になりますが、東京都産業資源循
環協会様の益々のご発展と、会場にいらっ
しゃいます皆様方のご健勝をお祈りいた
しまして、私の挨拶とさせていただきます。

	■ 乾杯
	○ 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 

 	 理事長　関  荘一郎  氏
鈴木会長ほか皆様からご挨拶がありま

したように、色々な課
題山積でありますけれ
ども、新たな時代を開
くような 1 年になりそ
うな気がいたします。
資源循環という新しい

制度、時代が幕を開き、さまざまな制度
をいかに実行できるかという意味では、東
産協の皆様方がそのメインプレーヤーで
あることは間違いないと思います。皆様方
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のビジネスが時代のニーズに沿ってます
ます発展し、皆様方の会社及びご家族の
方が御健康でご多幸であることを祈念し
て杯を上げたいと思います。

	■ 閉会
19 時、加藤副会長の中締めにより、盛

会のうちに閉会しました。
	○ 加藤宣行 副会長
皆様、長時間にわたりありがとうござい

ました。角倉局長がおっしゃっていたよう
に、この業界の使命は、日本を救う業界に
なるのだということです。私たちの業界が
発展し、大きく利益を出して税金を納める
ことによって、プライマリーバランスを大
きく正常化させる、日本の経済を回してい

く業界のひとつとして、資源循環業が選ば
れたと感じております。これを実現させる
ためには、東京都協会の会員の皆様が力
を合わせることが重要です。この先、私た
ちの業界が、しっかりと日本を支えられる
業界になるための、本当の意味でのスター
トが切られたと思っておりますので、とも
に頑張ってまいりましょう。

中締めの 
加藤宣行 副会長

司会を務めた 
五十嵐和代 副会長

賛助会員コーナー・賛助会員によるご案内

㈱ フジテックス㈱ トラン・セル ㈱ NCM

AIG 損害保険 ㈱㈱ トラックオーコク ティー・アイ・シー協同組合

㈱ イーアイアイ ＨＡＲＡＤＡ㈱ アーバンテクノリサイクル ㈱ ㈱ リョーキ
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	■ 当日ご出席の来賓は次のとおり（順不同、敬称略）

環境省 環境再生・資源循環局長 角 倉 一 郎
	 資源循環課長 相 澤 寛 史

厚生労働省 東京労働局 労働基準部	 安全課長 三 浦 　 玲
	 地方産業安全専門官 照 井 健 一

協会顧問　東京都議会議員 宇 田 川 聡 史
協会顧問　東京都議会議員 山 﨑 一 輝
協会顧問　東京都議会議員 田 村 利 光
協会顧問　前東京都議会議員 小 宮 あ ん り
協会顧問　東京都議会議員 松 葉 多 美 子
協会顧問　東京都議会議員 細 田 い さ む

東京都	 環境局長 須 藤 　 栄
	 資源循環推進部長 宗 野 喜 志
	 資源循環推進部	 産業廃棄物対策課長 東 川 直 史
	 多摩環境事務所	 所長 近 藤 　 豊
		  廃棄物対策課長 和 光 一 紀

公益社団法人 全国産業資源循環連合会		 専務理事 室 石 泰 弘
	 関東地域協議会	 会長 杉 田 昭 義

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 　理事長 関 　 荘 一 郎

一般財団法人 日本環境衛生センター　理事長 南 川 秀 樹

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団　常務理事 山 越 厚 志

公益財団法人 東京都環境公社	 理事長 小 川 謙 司
		  常務理事 谷 上 　 裕

一般社団法人 東京建設業協会	 専務理事代行 奥 　 尚 子
	 事業委員会環境部会　部会長 大 竹 利 幸
 	 事業部長 島 田 久 史

一般社団法人 東京建物解体協会　会長 藤 井 　 誠

建設廃棄物協同組合　理事長 粕 谷 　 毅

東京廃棄物事業協同組合　副理事長 増 渕 千 人

首都圏資源循環協同組合　事務局長 大 吉 英 夫

協会顧問　弁護士法人 芝田総合法律事務所　代表弁護士 芝 田 麻 里
協会顧問　梅澤公認会計士事務所　所長 公認会計士 梅 澤 　 隆
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全国産業資源循環連合会

第７５回 関東地域協議会 報告

令和 7 年 11 月 19 日㈬ 14 時より、群馬県高崎市のホテルメトロポリタン高崎にお
いて第 75 回 関東地域協議会が開催されましたので、その概要を報告します。再生砕
石問題やリチウムイオン電池対策に関する各県の状況報告と、再生事業等高度化法等
に関する環境省環境再生・資源循環局資源循環課長の講演がありました。

	 （専務理事　鈴木 研二）

	■ 関東地域協議会　杉田会長　挨拶
再資源化事業等高度化法が全面施行と

なる。高度化法の認定制度によって廃棄
物リサイクル事業と製造業のマッチング
の機会創出につながることを期待してい
る。

外国人の育成就労制度への参入はまだ
確定していない。よい方向に進んでいるよ
うだが、参入がかなうよう鋭意進めてまい
りたい。

廃棄物処理法の改正については令和 8
年にずれ込むようだ。これとは別に 7 年 4
月には廃棄物処理法の施行規則の一部を
改正する省令が公布され、契約書に関す
る改正は令和 8 年 1 月から、マニフェス
トに関する改正は令和 9 年 4 月から施行
される。追加項目や必要な対応について
見落としのないようにお願いする。

	■ 議事
（1）再生砕石に関する状況について

数年前から東京都を中心に再生砕石が
滞留する問題が生じており、関東一円の
他県にも広がっている。この件について各
都県の状況についてご発言をお願いする。
①	 	茨城県協会

東京、首都圏に近い県南部ではだぶつ
いている状況でコンがらの受入を制限し
ている。一方北部では逆に供給が足りな

い状況。資料として「茨城県再生砕石需
要調査システム」をお配りした。県の公
共工事に関し、再生砕石の登録業者に、
いつ、どれぐらいの再生砕石をだせるか
を一斉に問い合わせるもの。当初、茨城
県土木部だけでスタートしたが、県の他
部署、市町村等の工事にも拡大している。
②	 	埼玉県協会

茨城県と同じで、南西部、都内よりの
業者は受入制限をしながらやっている。
北部の方は一応はけているという状況だと
聞いている。
③	 	東京都協会
・	 東京は日本一コンクリートがらが排出

され、常に受け入れ規制を行っている。
東京では新設の道路もないので路盤
材も使わない。相当需給ギャップが
おきている。年明けから十万 m3 規模
の現場が数か所同時に開始されるた

開催風景

め、ものすごい量のコンクリートがら
が出る。

・	 こうした状況に対して、東京建設業協
会、東京建物解体協会と東京都産業
資源循環協会が連携して、東京都に
提言をしている。12 月の終わりには
東京都と情報交換、意見交換をする。
何年やってもなかなか打開策が見つ
からない。

・	 東京都の建設リサイクル推進計画で
は、再生砕石が年間都内でどのぐら
い需要があるのか数値の把握ができ
ていない。こういう用途に使うとの記
述はあるが、数字の裏付けがないか
ら需給ギャップの溝が埋まらない。東
京都都市整備局に数字をしっかり把
握してもらい需給ギャップを埋める施
策を要望していく。

・	 先ほどの茨城県の再生砕石需要調査
システムは大変素晴らしい取組。東
京都では、今、業界で、都内のコンク
リートがら中間処理施設がどれぐらい
受け入れられるか情報共有するシス
テムの開発をしている。

・	 国土交通省の建設リサイクル推進会
議で再生砕石の問題は大きく取り上
げられていて、国土交通省本省では、
新年度から再生骨材コンクリートの
モデル事業を発注していこうとしてい
る。普通のレディ−ミクスト・コンク
リートの工場でも再生骨材コンクリー
トを出していく事業を考えていただい
ている。関東全域でそれを出して、再
生骨材の利用を拡大して需要ギャッ
プを埋めていきたいと言っている。

④	 	千葉県協会
昨年、建設廃棄物部会で、再生砕石が

滞留していると聞いた。搬入を断り、その
分、単価を上げる交渉をしながらしのい

でいる。12 月に行政と意見交換会の場で、
再生砕石の需要の拡大に対する対策や、
滞留している再生砕石の廃棄物性に関す
る解釈について要望を提出した。今年の
5 月には、千葉アスファルト合材協会、千
葉県再生砕石事業協同組合と三団体連名
で千葉県に再生砕石利用拡大に向けた要
望書を提出した。
⑤	 	群馬県協会

再生砕石はほとんど道路の路盤材とし
て使用するが、新規工事が少なくなって
いるので使用量は限られる。東京から再
生砕石が群馬にかなり来ていて需給バラ
ンスが崩れストックヤードに山積みになっ
ている。県の指導でこれ以上とらないよう
言われている。
⑥	 	山梨県協会

山梨も同様で路盤材使用が少なくなり
再生砕石が溜まる一方で、協会としての
対策を検討してもらいたいとの声がある。
県は今年度県土廃棄物総合計画を作成し
ているが、建設副産物の有効利用促進に
取り組んでいただく。県の建設部局、民
間事業者にも強力な働きかけをいただき、
協会としても行政と連携して取り組んでい
く。
⑦	 	栃木県

再生砕石の利用状況は順調で、大きく
だぶつくとか保管場所に窮しているといっ
た状況はいまのところない。県のリサイク
ル製品認定制度の認定を受けて公共工事
で優先的に使ってもらえるよう取り組んで
いる。
⑧	 	神奈川県協会

今年度県に、再生砕石の利用促進とし
て路盤材以外の新たな利用を含めて要望
をしている。県の 6 年度のアンケート調
査では、半数以上の工場で再生砕石の滞
留によりコンクリート塊の受入を一時的に

関東地域協議会
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制限したことがある。かなりの工場で滞留
がおきている。路盤材以外の利用が進ま
ないと需給バランスがうまくいかない。動
向を注視していくと回答をいただいている
がなかなか進まない。

・杉田会長
建設廃棄物については今後もいろいろ

な課題がでてくると予想されるので、会長
会議において当協議会に建設廃棄物部会
を設けることとなった。部会長には、当協
議会から連合会の建設廃棄物部会に推薦
している東京都協会の細沼副会長にお願
いしたい。

連合会では 5 部会を組織しているので、
会長会議で、中間処理、最終処分場、医療、
収集運搬についても各協会で協議してい
ただいて、来年度の 4 月の関東地域協議
会で部会を作っていきたいという方向に
なった。各都県協会で協議をしていただ
きたい。

（2）リチウムイオン電池等に関する状況
①	 東京都

リチウムイオン電池による火災は長年
問題になっていて、令和元年ごろから毎
年対策の要望をだしている。東京都のほ
うでもこれに応え、昨年度、「リチウムイ
オン電池、まぜて捨てちゃダメ !」プロジェ
クトを実施し、自治体用、オフィス用、建
設現場用のポスターを作っていただいた。
また、リチウムイオン電池が産廃に紛れ
込んで火災になる原因のひとつは、一廃
の収集でうまく回収されていないことがあ
るため、各市町村で集めたリチウムイオン
電池を事業者が集めて再生利用するプロ
ジェクトも 7 年度からスタートしている。
②	 千葉県協会

今年秋、県内 184 社にリチウムイオン
電池に関するアンケート調査を行った。約

7 割の会社でリチウムイオン電池を受け入
れたことがあり、その 60% でリチウムイ
オン電池が発火した。破砕処理ではほぼ
100% 発火があり、その半分は被害があっ
た。各社、展開検査、選別監理の強化、
作業員の教育研修を行っている。行政に
は、周知啓発活動の強化、回収ボックス
の設置強化を要望している。
③	 神奈川県

藤沢市で 9 月上旬に処理施設の火災が
あり、約一年操業がとまった。その原因が
リチウムイオン電池。処理段階では熱探
知や消火設備など対策はしていたが、今
回火災が起きたのは処理する前。粗大ご
みとして回収したふとんのなかで夜中に発
火した。市民からよく言われるのは、リチ
ウムイオン電池が入っているか入っていな
いかわからないということ。環境省や経産
省にはリチウムイオン電池が入っているこ
とが一目瞭然わかるような製品にしていた
だき、排出者責任を強化していただきた
い。

（3）その他
次回、春の関東地域協議会は 4 月 15

日㈬東京都内のホテルルポール麹町で開
催する。

	■ 全産連  室石専務理事　報告
（1）第 2 回「資源循環と環境を考える全

国大会」開催について
令和 8 年 11 月 27 日㈮ 鹿児島県で開催

（2）2025 年度「全国正会員会長会議」
令和 8 年 2 月 13 日㈮ 徳島県で開催

（3）外国人育成就労・特定技能制度への
参入に係る費用負担について

総務倫理委員会に「外国人育成就労・
特定技能制度への参入をめざす会」を設
置し 4 回にわたり協議。同制度で「資源
循環分野」が認められた場合、（一財）日
本環境衛生センターが試験実施期間にな
ることを前提に、同センターへの財政支援
を本連合会が行うこととなった。

（4）令和 7 年度上半期業務執行状況（略）

（5）産業廃棄物処理業における労働災害
の発生状況

令和 6 年度の死亡者数は 20 人（前年
比＋ 3）。休業 4日以上の死傷者数は1,613
人（前年比＋ 87 人）。都道府県別死傷者
数では東京都が 147 人で全国ワースト 1
位。
< 令和 6 年度死傷災害発生状況 >

	■ 講演
「循環経済の実現に向けた

	 環境政策の最前線」
	 環境省環境再生・資源循環局資源循環課
	 相澤 寛史 課長
・	 新しく「資源循環課」ができた。歴

史的に見ると画期的で、廃棄物分野
で規制しない部署を環境省がつくる
のははじめて。本腰を入れて資源循
環を産業として打ち立てていくという
意向を現したもの。

・	 最初に気候変動だが、「観測史上の気
温ランキング」の 1 位から 5 位まで
が今年。間違いなく暑くなっている。
気候変動は確実に起きている。

・	 世界では、気候変動がひどくなってい
るが、温室効果ガスは全然減ってい
ない。1.5℃目標を達成する対策には
全然なっていない。

・	 なぜ、資源循環の話なのに気候変動
の話を申し上げているか。ものをつ
くって、つかって、すてるという行為
のうち、つくるとすてるをなくせば、
我が国の温室効果ガス排出量は 36%
減らせる。そのためには資源循環が
必要。

・	 ヨ ー ロ ッ パ は、2050 年 カ ー ボ ン
ニュートラルを目指すなら 2050 年
サーキュラーエコノミー、資源循環を
確立しなければならないという視点
で政策をつくっている。天然資源→
大量生産→大量消費→大量廃棄とい
うリニア経済から、天然資源の投入
を最小限に抑えてぐるぐる回すサー
キュラーエコノミーへの移行を進め
ている。

・	 すでに再生材を使うことを売りにし
ている大手の企業が相当増えている。
いち早く始めたのはアップル。将来的
には再生品 100% にすると宣言して

都道府県 死傷者数
1 東 京 都 147
2 埼 玉 県 133
3 神 奈 川 県 124
4 愛 知 県 98
5 北 海 道 95
6 千 葉 県 78
7 大 阪 府 67
8 広 島 県 57

関東地域協議会関東地域協議会
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いる。サステナブルでないと物が売
れなくなると言っている企業が出てき
ている。欧州は、カーボンニュートラ
ルにするにはサーキュラーエコノミー
が必要と言っていろいろな政策を打
ち出している。

・	 トランプ大統領が来日して高市首相
が重要鉱物の分野で合意ができたと
言っていたが、重要鉱物の合意のな
かにはリサイクルも入っている。安全
保障上の問題としてリサイクルをちゃ
んとやっていかなければならない。

・	 中国が「中国資源循環集団」をつくっ
た。相当なインパクトがある。現にヨー
ロッパの再生材を作っている企業は
かなり仕事を持っていかれたとの噂
があるし、日本の企業の再生材を買
わないかと接触しているとの話も聞
く。一番危機感を持っているのはこの
世界的な動き。国際的な動きをご理
解いただいたほうがいいと思ってお
話ししている。

・	 ヨーロッパで一番有名なのは ELV 規
則。新車の製造にプラスチック再生
材 25% 使用を義務化しようとしてい
る。まだ確定していないが、サーキュ
ラーエコノミーに向かった制度をどん
どん作っていく動きはとまらない。以
上が国際的な動き。特にプラスチック
や金属を扱う場合はこういう世界の
動きを知っておいたほうがいい。

・	 日本の関連する法制度の動きでは、
いま廃棄物処理法見直しの議論をし
ている。資源有効利用促進法が令和 7
年に改正された。再資源化事業等高
度化法が 11 月 21 日に完全施行する。
個別リサイクル法では、家電リサイク
ル法、自動車リサイクル法が見直し
の議論をしている。太陽光パネルに

ついても制度化を検討している。
・	 政府内でも総力をあげてやっていか

なければならない。環境省が個別の
専門領域としてやっていく分野では
なくなっている。循環経済に関する閣
僚会議が開かれ、夏には循環基本計
画が、冬には循環経済への移行加速
化パッケージが決まった。政府全体
で進めている。

・	 循環基本計画も、廃棄物リサイクル
というよりは、気候変動、生物多様性、
産業競争力強化、経済安全保障、地
方創生、そういったものに資源循環
を位置付けていく計画になっている。

・	 循環経済への移行加速化パッケージ
は、環境省だけではなく、いろいろな
省庁と協力して取り組んでいく施策
が列挙してある。個別リサイクルよ
り面的に見ていかなければならない、
ネットワークを考えなければならな
い。

・	 今年 9 月に大阪で資源循環自治体
フォーラムが創設された。来年から大
阪以外で開催する。関東は 1 月 29 日。
自治体フォーラムは総理のパッケー
ジで位置付けられたもので環境省だ
けがやるものではなく、関係省庁で
力を合わせて議論を盛り上げていく。
関係省庁が一堂に会し話を聞ける場。
金融機関や企業にも来ていただいて、
自治体フォーラムという名前だが、官
民連携の場にしたいと考えている。

・	 連携のツールとして有効なのが再資
源化事業等高度化法だ。法律の目的
は再生材の確保と脱炭素化の取組の
加速化だが、大きく「底上げ」と「引
き上げ」という二種類ある。

	 ひとつは「判断基準」。底上げとして、
高度な資源循環を行っている事業者

の基準を示した。ちゃんとした高度な
事業者であると言っていただけるよう
なツールとして作っている。

・	 もうひとつは認定制度。3 つのカテゴ
リーがある。

①	 事業形態の高度化。これが最も数が
多いと思っている。再生材を使いた
い製造業者と再生材をつくりたい中間
処理業者が一緒に認定計画をだして
いただければ広域的にリサイクルでき
るようにするもの。

②	 分離・改修技術の高度化で、高度な
リサイクル技術の認定。太陽光パネ
ルやリチウムイオン電池、ニッケル水
素電池などを認定していこうと思って
いる。第一弾は太陽光パネルで考え
ている。太陽光パネルのような新しい
技術は自治体の廃掃法の審査だと時
間がかかってしまうので、そうした高
度な新しい技術は国が代わって認定
をする。15 条許可の代わりが出るよ
うにする。

③	 再資源化工程の高度化は、全産連か
ら要望をいただいていたが、高度な
設備の入れ替えをするときに、変更
であっても、新規と同じようなフルス
ペックの審査を受けているとなかなか
入れ替えられない、いい設備なのに
入れ替えに時間がかかると言われて
いたので、そういった設備の入れ替え
を簡単にするもの。国が代わって審査
する。ただ、条件があって、温室効
果ガスが減ること。施設を入れ替えて
高効率ないいものにしていく、あわせ
て CO2 も減る、いいものに入れ替え
るので、その代わり15 条の審査の日
程が不要になるというもの。

・	 これがいよいよ今週全面施行になる。
事前相談の仕組みを整えているので

是非ご相談をいただきたい。再生材
の競争が起きつつあるので、国が責
任をもって迅速に認定をして、世界
的な競争に負けないようにしていく。

・	 連携していただくツールとして用意
しているのが自動車向け再生プラス
チック市場構築のための産学官コン
ソーシアム。自動車産業と資源循環
産業が集まったコンソーシアムを昨
年立ち上げた。ファッションでも自発
的にコンソーシアムが立ち上がった。
こうした問題意識をもった製造事業
者が増えている。

・	 資源有効利用促進法は令和 7 年に改
正して 8 年 4 月に施行になる。4 つ
大きな法律の目玉がある。

①	 特定の製品に関して再生資源の利用
計画の作成と提出を求める。家電製
品など、ある程度水平リサイクルが進
んでいる分野はこれの対象にする方
向で議論されている。4 月施行へ向け
て徐々に政令や省令が出てくる。

②	 環境配慮設計の促進。これは環境に
いい製品ですよ、環境に配慮した製
品ですよと認定する。

③	 指定再資源化製品で、認定を受けた
製品には廃掃法上の特例（業許可不
要）をつけるもので、リチウムイオン
電池などを対象にしてリサイクルをさ
せるようにする方向で議論している。

④	 サーキュラーエコノミーコマースと
いっているもので、シェアリング、リ
ユース、サブスクリプションなど、リ
サイクルの手前でいろいろ取り組む
ような取組について事業者の意見を
募っていく。

		  （以下略）

関東地域協議会関東地域協議会
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東京都の災害廃棄物対応力の向上演習等に協力

東京都環境局では毎年、都域での災害対応能力向上のため、都内自治体職員を対
象に「災害対応力の向上に向けた訓練型演習」を開催しています。

更に今年度からは、大規模災害発生時に被災自治体では公費解体や仮置場設定な
どの経験職員が少なく対応に苦慮している実態を踏まえ、区市町村が主体的かつ迅速・
的確な対応ができるよう、区市町村において災害廃棄物処理の中核を担う専門人材の
育成を目的に「東京都災害廃棄物処理専門人材育成プログラム」を開催することとな
りました。

当協会は、東京都からの要請を受け、これらの事業にアドバイザーの派遣や施設
見学に協力したので、その概要を報告します。	 （事務局長　竹内 高広）

1	 令和 7 年度都域の災害対応力向上演習
演習の概要
〇	日時：	 令和 7 年 12 月 11 日㈭ 12：30 〜 16：00
〇	場所：	 都立舎人公園第三駐車場
〇	参加者：	 区市町村 27 名、衛生組合 6 名、東京都環境公社 4 名
〇	見学者：	 当協会 12 名、都外市町村 26 名、23 区 2 名、（公財）廃棄物・3R 研究

財団 2 名
模擬的な仮置場を設置し、区市町村等職員に仮置場の設置及び運営管理について

考えてもらう内容であり、今年度は参加者がスケールを実感できるよう実物の重機や
コンテナを設置し、品目ごとに実際の広さで仮置場を設置した。

また、実際に演習に参加する「参加者」に加え、訓練には参加せず演習状況を見
学する「見学者」も募集しており、都外の自治体から宇都宮市や名古屋市など 26 名
の申込があった。当協会からは 5 社 12 名が参加し、実際に災害があったとき、仮置
場で区市町村職員がどのように動くかイメージを把握した。

この演習において有識者として、当協会、環境省関東地方環境事務所、奈良県防
災統括室の職員が招かれた。当協会からは、成友興業㈱あきる野事業所長 金子正義
氏がアドバイザーとなり、次のようにコメントした。

・	 災害廃棄物を受け入れする側としては、その後のリサイクルの鍵となる初動の分別
が重要である。災害時はイレギュラーな事態が発生するので、様々な事象に対応す
る判断基準と誰が判断するのかを行政で決めておいて欲しい。

・	 仮置場は、火災や盗難などの防犯体制も整えておく必要がある。
・	 こうした災害訓練を継続していくことは重要であり、参加者も担当者が代わっても対

応できるよう所属団体に戻ったときは、水平展開していかなくてはならない。

2	 東京都災害廃棄物処理専門人材育成プログラム
施設見学の概要
〇	日時、場所：	 令和 8 年 1 月 9 日㈮		

10：30 〜　東京ボード工業㈱新木場リサイクリング工場
		  13：00 〜　成友興業㈱城南島第一・第二工場
		  14：15 〜　㈱タケエイ東京リサイクルセンター
〇	参加者：	 区市町村 24 名
本プログラムの講義内容のひとつに災害廃棄物処理施設の見学があり、木くずは

東京ボード工業㈱、災害瓦礫は成友興業㈱、混合廃棄廃棄物は㈱タケエイを処理施設
として見学した。東京ボード工業㈱の視察に同行したので、その内容を報告する。

まず、奥山大史取締役の講義があった。「災害廃棄物とはいえ、一つひとつは被災
者の想い出の品である。当社はそれを単に廃棄物として処理するのでなく、パーティ
クルボードなどに再生し世に送り出したいと考え、災害廃棄物の処理に取り組んだ。」
と話され、同社の取組・強み・地球温暖化防止対策、被災地への想いを熱く語られた。

その後、3 班に分かれて新木場リサイクリング工場の処理の様子について、丁寧な
説明を受けた。

本事業にご協力いただいた会員企業の皆様、熱心な対応ありがとうございました。
当協会は、今後も東京都や区市町村との連携を強め、災害対応力向上に貢献してまい
りたいと存じます。

実際に重機を搬入し規模感を体験 品目ごとに仮置場を設定

東京都の災害廃棄物対応力の向上演習等に協力

奥山取締役の講義 リサイクリング工場の見学
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多摩支部研修会を開催

令和７年 11 月 28 日㈮ 15 時より、立川市の「トヨタドライビングスクール東京」
会議室で、多摩支部（赤石賢治 支部長）の研修会が開催され、再資源化事業等高度
化法について、環境省資源循環課水島課長補佐による講演が行われましたので、その
概要を報告します。	 （専務理事　鈴木 研二）

１．開会挨拶（赤石 支部長）
本日は高度化法について環境省資源循

環課の水島様に講演をお願いする。我々
廃棄物業者が動脈産業とどうつきあって
いくのかも含めて勉強させていただきた
い。

 
２．講演
環境省環境再生・資源循環局資源循環課 
課長補佐　水島大輝 氏

（循環経済は国家戦略）
高度化法は資源循環産業の発展という

大きな目的をもってつくった。皆様に活
用いただいて新たなビ
ジネスチャンスとして
いただきたい。

循環経済は、環境省
のみならず政府全体で
重要な成長の鍵。一方
通行の線形経済は今後

持続困難になる。
いまなぜ政府が循環経済に注目してい

るか。大きく４点ある。第一は「環境制
約」。リサイクルによって GHG 排出をへ
らしネットゼロに貢献していく。第二は

「資源制約」。各国で資源の囲い込みが起
きていて経済安全保障の観点から重要鉱
物のリサイクルと再資源化が不可欠にな
る。

第三は「成長機会」。EU における規制
強化など国際市場における規制・調達要
件が強化されるなかで資源循環による重
要鉱物の確保と再生材の活用は産業競争
力の強化に直結する。

第四は「地方創生」。産業廃棄物排出
量は人口集中に比べ地方シェアが大きい。
循環資源を活用した循環ビジネスに伸び
しろがあり地域経済の活性化、地方創生
につながる。循環経済への移行は単なる
環境省の仕事ではなく日本全体の発展の
ために非常に重要。政府横断的に注目し、
循環経済に関する関係閣僚会議を設置し
総理を筆頭に議論している。 

（資源有効利用促進を改正）
資源循環には製造業での取組が必要。

製造側の需要を明確にするため再生材の
利用計画と報告を義務化した。また、再
資源化しにくい製品があるので優れた環
境配慮設計を国が認定する制度を設け
る。

（廃棄物処理法の改正）
大きく議論されている点は、①不適正

ヤードへの対応。② PCB 廃棄物の適正処
理の確保。③は災害廃棄物の処理体制の
強化。事務処理を迅速化するため公費解
体・災害廃棄物処理を横断的に調整支援
する専門支援機能を創設する。

水島 氏

多摩支部だより

（リチウムイオン電池への対応強化）
最近、発火事故が連日報道。対応を強

化する。①市町村における分別回収の取
組強化。②製造事業者における取組強化。
製品への表示、分解しやすい環境配慮設
計等を進める。③排出事業者責任に基づ
く取組強化。リチウムイオン電池が入っ
ていないことを委託契約に明記する。

（再資源化事業等高度化法）
製造業が求める質・両の再生材の安定

供給を目的に、資源循環産業をさらに発
展させるために制定した。国が一括して
認定を行う大臣認定制度を創設。廃掃法
の廃棄物処理業許可の特例を設ける。高
度化の事業類型として３つの類型がある。
①事業形態の高度化

【趣旨】　廃棄物の合理的な収集・運搬、
再資源化、再生材の安定供給を行う事業
計画を国が一括認定することにより、再生
材を活用した循環サプライチェーンを構
築する動静脈連携事業の創出を促進、製
造業が必要とする質・量を確保するため
広域的な分別収集・再資源化の事業を促
進

【認定事業の特例】　認定事業計画に基づ
いて行う「廃棄物の収集・運搬又は中間
処分の業」（再委託含む）や「廃棄物処理
施設の設置」について、本来、必要とな
る廃棄物処理法の許可が不要

【対象となる事業】
・	 製品等の原材料を代替する質・量の再

生材を安定して供給する事業であるこ
と

・	 確認するポイント：再生材の供給先の
具体的設定が必要（申請の添付書類と
して「需要者に対して供給されると見
込まれることを確認できる書面の写し」
を求める予定）

・	 わが国の資源循環に資する事業に再生
材を供給する事業であること

・	 地域との調和や地域振興・地域発展に
資する事業であること

②分離・回収技術の高度化
【趣旨】　より高度な技術を用いて有用な
再生材を回収する再資源化事業を促進

【認定事業の特例】　①に同じ
【対象となる事業】

告示で指定する廃棄物（まずは太陽電
池、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水
素蓄電池を想定）
•	 社会的に必要な製品で、今後さらに廃

棄物排出量の増加が見込まれるもの
•	 現時点で有効な再資源化工程が確立、

さらに高度と整理される技術を用いた
事業が存在すること

③再資源化工程の高度化
【趣旨】　既に設置されている廃棄物処理
施設において、温室効果ガスの排出量の
十分な削減が見込まれる設備の更新等を
促進

【認定事業の特例】　①に同じ
◆財政上の措置

３年間で 300 億円以上の国庫債務負担
◆税制措置

・	 固定資産税：当該施設における設備の
固定資産税の課税標準価格を１／２と
する

・	 法人税：施設の取得金額の 35％の特別
償却を認める。

（今後皆様に進めていただきたいこと）
供給できる再生材の需要や再生材利用

率の把握、再資源化の実施状況の開示、
再資源化事業等における温室効果ガス排
出量の削減等、再資源化事業の高度化に
向け、できることから実施してもらいた
い。
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女性部（望月麻子 部長）は、令和 7 年 12 月 18 日㈭ 15 時より、協会会議室において、
年末理事勉強会を開催しました。当日は、高俊興業株式会社 代表取締役社長であり
当協会常任理事の高橋潤氏を講師にお迎えし、「私の経営戦略～これからの高俊興業」
と題してご講演いただき、会場参加とオンライン参加を合わせて 21 名が出席しまし
た。

年末理事勉強会を開催

高橋氏は 1973 年
生 ま れ。 ご 両 親 が
1978 年に創業され
た高俊興業の二代目
として、建設会社で
の勤務経験を経て、
2015 年に代表取締

役社長に就任されました。現在は、建設
系産業廃棄物の収集運搬・中間処理を主
力事業とし、「人で勝負できる会社」を
目指して、社員一人ひとりを大切にする
経営を行っておられます。

講演では、幼い頃からご両親に教え
られてきた「人に迷惑をかけない」「楽
な道は選ばない」という家訓が、現在の
経営の根幹になっていることを紹介され
ました。また、社員全員で共有している
行動指針や、理念を大切にした経営の考
え方について、具体例を交えながら分か
りやすくお話しいただきました。

特に印象に残ったのは、稲盛和夫氏
の言葉を引用した「人生・仕事の結果＝
能力×熱意×考え方」という考え方です。
中でも「考え方」はマイナスにもプラス
にも大きく作用する要素であり、困難な
出来事も成長のチャンスと捉え、前向き
に取り組む姿勢が大切だと強調されまし
た。

また、DX（デジタルトランスフォー
メーション）への取り組みについても紹

介がありました。紙の電子化から始ま
り、AI やセンサーを活用して現場作業
を分析・見える化することで、生産性や
安全性の向上を目指しているとのことで
した。現場で働く人の負担を減らし、安
全につなげていく姿勢に、多くの参加者
が関心を寄せていました。

さらに、過去の工場火災の経験を踏
まえ、リチウムイオン電池など危険物混
入への対策や啓発活動を強化しているこ
と、業界全体の安全意識向上に努めてい
ることも語られました。今後は新施設の
オープンや事業承継といった課題にも向
き合いながら、持続的な発展を目指して
いくとのお話で締めくくられました。

今回の勉強会は、経営や人材育成、安
全への取り組みについて改めて考える機
会となり、参加者にとって大変有意義な
時間となりました。

	 （株式会社 ハチオウ　大野晶子  記）

高橋氏

講演風景

第１０４回理事会

開催日時：  1 月14日㈬ 15 時 21 分〜 17 時 46 分	 場所：  協会会議室

出席者：  理事 18 名　／　監事１名

議題：

１．決議事項
（１）新入会員の承認
（２）令和８年度理事会開催スケジュール

２．協議事項
（１）令和８年度事業計画の作成
（２）令和８年度国内処理施設見学研修会
（３）会費見直しの方向
（４）令和８年度予算の考え方
（５）練馬区及び日野・国分寺・小金井市との災害廃棄物処理協定案

３．報告事項
（１）令和８年賀詞交歓会・安全衛生推進大会の開催
（２）１０～１２月の事業報告
（３）月次会計報告及びマニフェスト販売状況
（４）産業廃棄物処理業者に対する行政処分

委員会報告・部会報告

次回開催日：  第１０５回理事会　3月11日㈬

女性部　幹事会（望月 部長）

開催日時：  1 月19日㈪ 15 時～	 場所：  外部会議室	 出席者：  8 名
議題及び内容：

●法律勉強会の開催について
2 月25 日㈬に講師をお呼びして法律勉強会を開催することが決定した。

次回開催日：  2月25日㈬ 13時～　外部会議室
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株式会社 明幸
代表取締役　 滝 沢 継 明

東京都知事　産業廃棄物収集・運搬 （積替え保管を除く。）　
〔	 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、 

動植物性残さ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 
（石綿含有産業廃棄物を含む。）（水銀使用製品産業廃棄物を含む。）  〕

〒 120-0005	 東京都足立区綾瀬４－２４－１３
☎  ０３（５６８２）７３７０

株式会社 ＥＶＥＲＳＴＥＥＬ
代表取締役社長　田島圭二郎

賛助会員  	 業種グループ ： システム・ソフトウェア・ＩＴ
	 ＊	鉄スクラップの画像解析 AI ならびに資源循環促進に向けた各種

DX サービス

〒 113-8485	 東京都文京区本郷７－３－１　東京大学南研究棟 アントレプレナーラボ 202
☎  ０９０（５０２３）９７８６

弁護士　井上愛朗 
（森・濱田松本法律事務所外国法共同事業　所属　パートナー）

賛助会員  	 業種グループ ： その他
	 ＊	弁護士

〒 100-8222	 東京都千代田区丸の内２－６－１　丸の内パークビルディング
☎  ０３（５２２３）７７４４

浮間公園

（令和 8 年 1 月 14 日現在）

月 日 曜日 行事予定 備考

3

6 金 多摩支部　施設見学会　（６日～７日） ジャパンウェイスト㈱　
（横浜市）

10 火 全産連　；　理事会 全産連会議室　Web 
（ハイブリッド）

11 水
広報委員会　１０：００～ 協会会議室

三役会議　／　常任理事会　／　第１０５回理事会　 協会会議室

12 木 全産連青年部会・関東ブロック　１５：００～ 当協会会議室

13 金 青年部　幹事会　１５：００～ 協会会議室

19 木 女性部　幹事会　１４：００～ 協会会議室

24 火
総務委員会　１４：００～ 協会会議室

常任理事会　１５：００～ 協会会議室

26 木 安全衛生推進委員会　１５：００～ 協会会議室

27 金 関東地域協議会　事務責任者会議　１０：３０～　（オンライン） 協会会議室

4

7 火 収集運搬委員会　１５：００～ 協会会議室

8 水
広報委員会　１０：００～　 協会会議室
三役会議　／　常任理事会　／　第１０６回理事会　 協会会議室

15 水 第７６回 関東地域協議会 ホテルルポール麴町
（千代田区）

22 水 青年部　幹事会　１５：００～ 協会会議室

所在地：	 板橋区舟渡二丁目、北区浮間二丁目
アクセス：	 JR 埼京線 ｢浮間舟渡｣ 下車　徒歩 1 分

●参照：	（公財）東京都公園協会HP、板橋区Webページほか
●撮影者： 塩沢 美樹（機関誌編集担当）

表紙の言葉
●今月の写真：  ［防災公園］浮

う き ま

間公園（板橋区、北区）

JR埼京線の浮間舟渡駅を降りると、すぐ目の前に広
がるのが浮間公園です。公園面積の約40％を占める
浮間ヶ池は、もともと大きく蛇行していた荒川の一部
で、戦前の荒川の大改修の際に川の流れから切り離
された「河跡湖」なのだそうです。

池畔には公園のシンボルとして風車が設置され、
チューリップの季節にはオランダのような風情が感じ
られます。
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生きづらい世になったもんだ。先

日運転免許更新に行ったが、特別講習

終了証が必要と言われ、慌てて自動車

教習所に駆け込んだ。何十年ぶりかで

教官を助手席に乗せコースを一周した

が、その途中途中で教官の苦言・忠告

を聞くことに。ゴールドカードホル

ダーを自負しているが、教官の容赦な

い言葉に自信を失った。駆け込む教習

所を間違えた。

そう言えば、近年の亜熱帯化した

日本の異常気象は、忍耐の限度を超え

ている。マスコミは野放図な二酸化炭

素の放出が温度上昇の原因だといって

いるが、自分が出した二酸化炭素も含

まれていると思うと、責任の一端を感

じる。申し訳ない。

薄らぼけた記憶ではあるが、確か

に子供の頃の冬は寒かった。でも、子

供は風の子といわれていたので、小学

校の同級生達は、ほとんどが半ズボン、

長袖シャツとジャンバー姿で学校に来

ていた。でも僕は寒がりだったので、

半ズボンではなく長ズボンをはき、更

にその下に股引をはいて冬を越してい

た。上は長袖シャツに毛糸のセータ、

それにジャンバー。遊びに行く時は、

母親からジャンバー、ジャンバーと必

ず言われた。遊びに夢中になるとジャ

ンバーが邪魔になり脱ぎ捨てるが、ど

こに置いたか忘れたまま家に帰り、大

目玉を貰ったことを思い出す。当時の

水道水も冷たかった。親が煩いから手

を洗うが、きちんと手を拭かないから

アカギレとなり、ひび割れた手が痛痒

いったらありゃしない。１１月になる

と、木枯らしが吹き始め、１２月にな

ると霜柱が立ち、また薄氷が張る時が

あった。薄氷を棒で叩き割りながら、

また霜柱をザクザク踏みながら小学校

に行った記憶がある。

とにかく寒かった。確か小学校の

教室には、ダルマストーブが黒板近く

に置かれ、当番が毎朝火をつける。校

舎の裏にコークス置き場があり、木く

ずも用意され、当番はそこからコーク

スをバケツに入れ、火つけ用の木くず

と新聞紙を取り、教室のダルマストー

ブに火を入れる。お恥ずかしい話だが、

僕が当番の時はこの火がつかない。皆

が登校して来ても白い煙が立ち上るも

ののコークスに火がつかず、先生を呼

びに行ったことを思い出す。へたくそ

と言われても耐えていた。このダメさ

は今に通じていて、サンマを七輪で焼

くと言ってはみたものの、いつになっ

ても炭に火がつかず、サンマに睨まれ

たことがあった。早くしろと。

子供の頃の冬は寒かった

寒いと言えば、その頃の家の中も寒

かった。暖といえばコタツであり、その

熱源は炭だった。ガスと電気はあったが、

専ら電気は照明用であり、ガスは煮炊き

用とガス風呂用だった。そうそう、コタ

ツに入れる炭はガスコンロに金網を乗

せ、その上で火をつけていた。それをコ

タツに入れ、炭を足しながら暖を取って

いた。親から言われていたのは、コタツ

に顔を入れると死ぬぞ。寝るときは布団

が冷たいので、熱くした湯たんぽをタオ

ルでくるんで布団の中に。それが、ある

ときから「豆炭」に代わった。豆炭はコ

タツの炭の中に入れ、火がついた頃に取

り出し、豆炭専用の容器に収め、布団に

入れた。この容器の内面は、白いモクモ

クした綿みたいなものが敷き詰められて

いて、真っ赤になった豆炭を置いても、

熱は通すが火災の心配は無用というもの

であった。これと同じ綿は生活のいたる

ところで見かけた。学校では、理科の実

験で使う金網だ。今となっては、このよ

うな光景は、映画とか記録映像の中でな

ければ、見られないんじゃないかな。

そもそも、「ティーブレイク」にこの

拙文を寄稿することがなければ、子供の

頃を振り返ることなどなかったと思う。

だから、原稿執筆を急がされると、慌て

て半世紀以上も見ることがなかった小学

校の卒業アルバムとか当時の写真を探し

出した。セピア色がかった白黒の写真を

見ていると、それぞれの写真に纏わる記

憶が少しずつだが戻ってきて、撮った時

の様子や往時の暮らし、更には、小学校

のプール授業での「赤ふん」を穿いた恥

ずかしい姿なども次々と浮かんできた。

そして、通り過ぎて行く思い出は、忘れ

ていた子供の頃の自分の姿であり、そん

な自分と巡り会えたことが嬉しく懐かし

くて、執筆する手を暫し止めたまま、思

い出に浸ってしまった。

秋 の 夜 長、 子 供 の 頃 の 自 分 と 出 会

い、思い出を語る機会を与えてくれた

「ティーブレイク」に感謝。

Tea Break

今はなき、中野昭和小学校 ６年２組の授業風景

中野区立中野昭和小学校 OB の
思い出ばなし
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私事で恐縮ですが、先日子どもが
二十歳の誕生日を迎え、成人式に参
加しました。私もその子が小・中学
生だった時のお友達のお母様方数人
と連れ立ち、成人式が終わる時間帯
を見計らって成人式会場へ向かった
のですが、会場前の広場には、多く
の保護者やお祝いに駆け付けた人々
でごった返しており、新成人の皆さ
んが会場から出てくると、あちこち
で記念撮影がはじまりました。子ど
も達が嫌がるかと思い、最初は陰か
らこっそり見守るつもりでいたので
すが、知り合いの保護者の方々が率
先して「○○中の人～」「××部のみ

んな～」「△△保育園集合 !」などと
子ども達を集めて写真を撮りはじめる姿に安
堵し、私たちも堂々と正面からカメラを構え
ることができました。我が子と仲良しだった
お友達の成長した姿に感動したり、子ども達
の卒業とともにあまり顔を合わせる機会がな
くなってしまった保護者同士の再会で話に花
を咲かせたり、とても楽しい時間を過ごせま
した。

当協会に勤務し始めた時にはまだ小学生
だった子がもう二十歳かぁ、などと考えてい
たら、本年 4 月には勤務 10 年目に突入する
ことに気が付いてしまいました。あまり勤務
年数を数えたりしていなかったので、自分で
もびっくりしてしまいました。10 年目となる
わりには、まだまだ知識が追いついておらず、
頼りがいがなくて恐縮ですが、会員の皆様の
お役に立てるよう、日々精進しなくてはなら
ないなと改めて身が引き締まる思いになりま
した。今後とも何卒よろしくお願いいたしま
す。

本号では、令和 8 年 1 月 26 日に
開催された「第 2 回安全衛生推進大
会」および「賀詞交歓会」の様子を
中心にお届けしました。安全衛生推
進大会では、労働災害防止に向けた
講演や安全衛生標語コンクールの授
賞式、会員企業による好事例発表な
どが行われ、参加者の皆様とともに
労働安全衛生の重要性を再確認する
貴重な機会となりました。

安全衛生標語コンクールでは、238 件の応
募作品から選ばれた受賞者の皆様が表彰され、
労働安全衛生への意識を高める素晴らしい標
語が披露されました。
「SAFETY IDA ♡東産協」安全衛生好事例発

表では、会員企業から寄せられた 45 件の応募
事例の中から㈱ 調布清掃様が優秀賞を受賞し

「新人ドライバーの育成と車両事故防止に関す
る取組」事例は、動画等でそのポイントが紹
介され、参加者の注目を集めました。また、
来場者の投票による「キラリと光った de 賞」
も発表されました。

賀詞交歓会では、鈴木会長より「資源循環
業界が日本経済の中核を担う存在として発展
するためには、業界全体で力を合わせること
が重要である」との力強いメッセージが述べ
られました。また、環境省や東京都環境局を
はじめとする多くのご来賓の皆様からも、循
環経済への移行やリチウムイオン電池の火災
対策など、業界が直面する課題に対する期待
と連携の重要性が語られました。

本号では「多摩支部研修会」なども紹介し
ています。これらの記事が、皆様の業務や活
動の参考となれば幸いです。	 （森）
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出典：厚生労働省　職場のあんぜんサイト「労働災害事例集」「ヒヤリハット事例集」より
	 類似事例のイラストは同サイトの画像をもとに当協会にて加工して作成
	 ☞ https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/sai/sai_new241220.html　	 またはコチラ→

東京労働局管内の産業廃棄物業種における

労働災害発生状況（令和 7 年 1 月〜 12 月累計）

死亡者数

0 名

協会年間目標数　0 名

休業 4 日以上の死傷者数

91 名

前年同月比　− 48 名
協会年間目標数 81 名以内

出所：	厚生労働省 職場のあんぜんサイトより、労働災害事例→ヒヤリハット事例集
	 労働災害統計→労働災害発生速報値 , 「死亡災害報告」による死亡災害発生状況 , 
	 「労働者死傷病報告」による死傷災害発生状況

ヒヤリ・ハット事例ヒヤリ・ハット事例
粗選別エリアで、ホイルローダーが右後方を確認しながらバックしている時に、死角であ粗選別エリアで、ホイルローダーが右後方を確認しながらバックしている時に、死角であ
る左側からフォークリフトが来て、ぶつかりそうになった。る左側からフォークリフトが来て、ぶつかりそうになった。

類似事例1 類似事例２
後退してきたダンプトラックに
ひかれて死亡。

バック運転のフォークリフトに
ひかれる。

※ QRコードが隣接しているため、片方を手や紙などで隠していただくと読み取りやすくなります




